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第7章 計画の推進について 

7-1  情報基盤の整備と活用 

指定管理者による日常点検や定期点検、施設利用者から寄せられた情報等のうち緊急性のあるものに

ついては随時報告を受け、それ以外については市と指定管理者による毎月の調整会議で報告を受けま

す。 

また、それらの情報の他にもその都度発生した修繕等について、日時、状況、対応内容、修理費、今後の

利用方針等をシステムに掲載することにより、その後の施設管理に活用していきます。 

 

7-2  推進体制等の整備 

取手ウェルネスプラザは、市民交流・健康づくり・子育ての 3 つの支援機能を持つ複合施設であること

から関係部局と連携し、施設管理担当課で計画推進に取り組みます。 

また、地元町内会、利用者、指定管理者と情報共有を図りながら進めていきます。そして、重要な政策決

定や、計画の進行管理・見直し、保全対応などの協議は必要に応じて、取手市公共施設マネジメント戦略会

議（庁内連携）で協議の上、対応します。 
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7-3  フォローアップ 

計画の進捗状況を把握・評価し、状況に応じて適切に改善を行います。そのため、PDCA サイクルの考

え方に基づいて計画の推進に取り組みます。 

・「PLAN（計画）」：本計画の策定・見直しを行います。 

・「DO（実施）」：本計画に基づいて建物点検を実施し、破損や劣化度に応じて必要な修繕を行います。 

・「CHECK（検証）」：システムを活用して、定期的な評価・検証を行います。 

・「ACTION（改善）」：評価検証の結果をもとに、「PLAN（計画）」の改善につなげます。 

 

 

 

7-4  市民との情報共有・協働のあり方について 

来館者アンケートや施設ホームページ、デジタルサイネージを活用した情報発信などを活用し、行政と市

民とが十分に情報共有を図りながら、検討を進めていきます。 

また、あらゆる年代の人が健康で生きがいを持って過ごせるようなサービスを提供できるよう検討を

進めていきます。  
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参考資料 

（1）  建物調査シート 
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